
第４１８回島根県議会提出議案等一覧

Ｈ２０．９．１６ 提案分

区 分 議案No 議 案 名

議 案 予算案 １０２ 平成２０年度島根県一般会計補正予算（第２号）

(30件) (15件)

１０３ 平成２０年度島根県証紙特別会計補正予算（第１号）

～ 外８特別会計補正予算

１１１

１０３ 証紙 １０４ 市町村振興資金 １０５ 母子寡婦福祉資金

１０６ 農林漁業改善資金 １０７ 中小企業近代化資金 １０８ 中海水中貯木場

１０９ 臨港地域整備 １１０ 流域下水道 １１１ 県営住宅

１１２ 平成２０年度島根県病院事業会計補正予算（第１号）

～ 外４事業会計補正予算

１１６

１１２ 病院 １１３ 電気 １１４ 工業用水道 １１５ 水道 １１６ 宅地造成

条例案 １１７ 公益法人制度改革に伴う関係条例の整備に関する条例

(5件) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行等に伴う所要の改正

・公益法人の名称に関する規定の整備等 施行日：平成２０年１２月１日

１１８ 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

地方自治法の改正に伴う所要の改正

・議員の報酬の名称が「議員報酬」に改められたことに伴う規定の整理等

施行日：公布の日

１１９ 島根県県税条例の一部を改正する条例

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う個人の県民税の控除対象となる寄附金の規

定及び公益法人制度改革に対応した所要の改正

①所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、個人の県民税の税額控除の対象となる

寄附金

・県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金

（県内の事務所又は事業所の業務に充てられるもの）

・公益信託（知事又は教育委員会の許可を受けたもの）の信託財産とするために支出し

た金銭

②公益法人制度改革に伴う規定の整備

・法人の県民税及び自動車税の課税免除の対象となる者の改正

・一般社団法人及び一般財団法人（非営利型法人に該当するものを除く）に課す県民税

の均等割の税率を年額20,000円とする 等 施行日：平成２０年１２月１日ほか



区 分 議案No 議 案 名

条例案 １２０ 貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

つづき 医学生地域医療奨学金の返還債務の免除の条件を見直すための所要の改正

・貸与期間が１年５月以下の場合の義務履行の期限を延長

現在の返還免除条件 改正後の返還免除条件

貸与期間の３倍の期間内に、貸与期間と同 左記に「貸与期間が１年未満の場合には４

じ期間、県内の公的医療機関等で勤務 年、１年以上１年５月以内の場合には当該

（ただし、半分の期間は、へき地の医療機 貸与期間に３年を加えた期間」を加える

関での勤務が必要）

施行日：公布の日

１２１ 島根県営住宅条例の一部を改正する条例

公営住宅法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、県営住宅の家賃の負担が増加する

者に対する激変緩和措置を講ずること及び県営住宅等の管理の方法を見直すことについて

の所要の改正

①平成２１年度から平成２７年度までの間、公営住宅法施行令の改正による既存入居者の

家賃の増加分に係る減免の規定

②県内全域において、管理代行制度及び指定管理者制度を用いることができることとする

施行日：平成２１年４月１日

一 般 １２２ 県の行う建設事業に対する市町村の負担について

事件案 地方財政法等の規定に基づく平成２０年度県営事業に係る市町村負担率の決定

(10件)

１２３ 川本・島根中央高等学校ＰＴＡ会費等不正支出に係る和解について

和解の相手方：川本・島根中央高等学校元校長 伊藤進二、上川義寛

島根県立川本・島根中央高等学校ＰＴＡ会費等不正支出対策委員会

委員長 小田泰敬

和解の内容 ：損害賠償請求金額13,621,612円のうち、元校長２名が2,000,000円を、残

額の11,621,612円を県が支払う

１２４ 川本・島根中央高等学校ＰＴＡ会費等不正支出に係る損害賠償について

損害賠償の額：11,621,612円

支払の相手方：島根県立川本・島根中央高等学校ＰＴＡ会費等不正支出対策委員会

委員長 小田泰敬

１２５ 川本・島根中央高等学校ＰＴＡ会費等不正支出に係る支払督促の申立てにつ

いて

申立ての相手方：川本・島根中央高等学校前事務長 堀田実夫

申立ての内容 ：①相手方が在職中にＰＴＡ会費等の県費外会計から不正に支出した金

銭について、島根県が損害賠償をした額を請求する

②相手方から支払督促の申立てに係る督促異議の申立てがあった場合

は訴訟を行う



区 分 議案No 議 案 名

一 般 １２６ 契約の締結について 一般国道４８５号松江第五大橋道路建設に伴う一般

事件案 国道９号松江道路との連結工事及び一般国道９号と

つづき の接続工事

契約の方法：随意契約 契約金額：698,418,000円

工期：平成２１年１２月２８日

契約の相手方：国土交通省中国地方整備局

施工場所：松江市東津田町地内

認 定 平成１９年度島根県病院事業会計外４事業会計決算の認定について

１

～ １ 病院 ２ 電気 ３ 工業用水道 ４ 水道 ５ 宅地造成

５

報 告 報告10 公立大学法人島根県立大学の業務の実績に関する評価結果について

（5件）

報告11 資金不足比率について

病院事業会計、電気事業会計、工業用水道事業会計、水道事業会計、宅地造成事業会計

報告12 専決処分事件の報告について（変更契約の締結） １件

・農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業延屋２期地区（仮称）延屋トンネル工事

738,408,300円（2,081,100円減額）

報告13 専決処分事件の報告について（損害賠償） １５件

・交通事故 ６件 賠償額合計 １，１９４，４８１円

・落石事故等 ４件 賠償額合計 １８７，７０６円

・下水流出事故 １件 賠償額合計 ４，１５５，５７１円

・結核検査過誤 ２件 賠償額合計 ９５８，０００円

・土壌分析室薬剤漏出事故 １件 賠償額合計 ２，８６６円

・施設損傷事故 １件 賠償額合計 ３３，６００円

報告14 専決処分事件の報告について（訴えの提起） ２件

県営住宅家賃長期滞納者に対する明渡訴訟 対象者３名


